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ＮＨＫ番組改変事件
〜何が残された問題か〜 

語る会シンポジウムレポート 
「ETV2001 は終わらない」 
.   新たな連帯の出発点に. 

●9/26 ⽯神井公園区⺠交流センタ
ーは当事者、関係者オールスター総
出演、満員御礼、⽴ち⾒続出 ”NHK
も Change!"の熱気につつまれ盛会
となりました。「視聴者コミュニテ
ィ」からも多数の参加があり、「NHK
を政治家と官僚から市⺠の⼿にと
りもどすこと」を確認しあいました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

レポート詳細はこちらから 
http://kgcomshky.cocolog-nifty.
com/kaimemo.pdf 
いくつかの発⾔を紹介します。 
********************** 
NHK は「政治的配慮で番組改変を
⾏った事実はない」という公式⾒解
に固執しています。これに対し 
永⽥⽒：総局⻑から「調べれば政治
家の介⼊があったという結論しか
ないじゃないか」といわれた。だれ
もそう思っているが⼀度きめた「そ
んな事実はない」という⾒解を変え
られない官僚体質。 
⻑井⽒：「外務省密約」とおなじ。「そ
んな事してどうやって予算とうす
の」といわれた。 先⽇総局⻑の会
⾒後、横にいた名乗らない⼈が「今

の総局⻑の⾒解は NHK の公式⾒解
ではない。」と発⾔した。（こういう
官僚群が変えさせない） 
新聞記者もダンマリだ。 
⼾崎⽒：当時彼らは孤⽴していた。
局内でもディレクタの横のつなが
りもなかった。市⺠運動も弱く連帯
がなかった。 
⻄野瑠美⼦ ⽒  (VAWW-NET ジャ
パン共同代表) 
●国際法廷をゆがめて報道し証⾔
者への⼈権侵害。重⼤な⺠主主義の
侵害。 
●報道機関の⾃由と責任放棄。 
●この番組のテーマは「和解はいか
にしておこなわれるか。」⼥性国際
戦犯法廷は「処罰なくして和解な
し」 

●1997 年 すべての歴史教科書に 
慰安婦問題記述あり 
（村⼭談話、官房⻑官談話） 
⾃⺠議連、地⽅議会決議、政官⺠⼀
体の政治家主導の「慰安婦攻撃」開
始 
2000 年新しい歴史教科書初採択 4
社の教科書から慰安婦が消えた。 
原 寿雄 ⽒ (ジャーナリスト) 
●外国の報道に⽐し⽇本の報道陣
は「⼥性法廷」取材をほとんどしな
かった。 ⽇本の報道陣は「⼥性法
廷」を忌み嫌っている。 
●放送法で保証された⾃由を放棄。 
●本⽥雅和⽒が⼣張に左遷された
ことを知ってる⼈はすくない。 
●公平中⽴にと穏便に5分だけ⾔わ
れたのか。本当のことはわからない。 
●権⼒に弱いのは NHK だけでない。
みんな⾃分の企業利益に弱い。 
●⽇本のジャーナリズム全体が弱
い。朝⽇の揚げ⾜取りに徹した野次
⾺ジャーナリズム。 
●「朝⽇の虚偽報道」と公共放送を
私した NHK に対する批判が少ない。 
●「期待権」という新しい権利を発
展させるべき。 
永⽥浩三 ⽒  
天皇タブーについて 
●「⾷料メーデー」などを⾒ると天
皇タブーがなかった時もあった。 
●「ETV2000」ではノーマ・フィ 
ールドさんの「天皇責任の研究」は

1,2 ⾴：ETV2001 語る会シンポジウム           
3 ⾴  ：⻑井さん神⼾講演「NHK と政治」 
4,5 ⾴：BPO ブックレット「ETV2001」 
6 ⾴  ：WILL 記事に抗議 
7 ⾴  ：コラム 海軍 400 時間証⾔ 
8 ⾴  ：コラム⾺場⽒          
       「坂の上の雲」 NHK☆監激コム 
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  番組改変問題に関わった重要⼈物がパネリストとして勢揃いした画期
的つどいとなりました。NHK 裁判の原告側の当事者とＮＨＫ側の当事者
とが同席して「真相解明」を⾏うなどかつては想像もつかない光景でした。
壇上には、バウネット・ジャパン共同代表の⻄野留美⼦さんと永⽥浩三デ
ィレクター、⻑井暁デスク、そしてジャーナリズムの現状に警鐘をならし、
その再⽣をリードする重鎮、原寿雄さんが並んだのです。⼾崎賢⼆さん（第
２部は野中章弘さん）の名司会で「２００１年の番組改変時」の重要な局
⾯について⼀つひとつお⼆⼈がとった⾏動、そのときの⼼中が吐露されま
した。⻑井さんが東京⾼裁で、「・・もしここで本当のことを⾔わなかっ
たら，⼀⽣私は後悔して⽣きることになるなというふうに思いました。・・」
と述べられ、永⽥さんも「１⽉２９⽇改ざんをやった後タクシーの中で泣
きながら家路についた」と証⾔されましたが、今回あらためてそれを吐露
されました。参加者は⽔を打ったようにそれに聞き⼊りました。            
                                             湯⼭哲守（共同代表）      
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そのまま放送された。批判もなかっ
た。 
●「東条内閣の秘密記録」をやった
とき”天皇は参謀本部と⼀体になっ
て戦争指導をしていた数⽇間”があ
り戦争責任はないという議論は無
理があると思っていた。 
●「期待権」が編集の⾃由を侵すの
ではなく NHK の編集権の放棄、編
集権の濫⽤によりこの問題がおき
た。 
⻄野瑠美⼦ ⽒ 
●VAWW-NET が取材協⼒を依頼さ
れたときの「放送のコンセプト」が
守られなければ協⼒を断った。 
●「期待権」はマスコミに矮⼩化さ
れてしまった。VAWW-NET はバッ
シングされ取り返しのつかない状
態になった。 
⻑井 暁 ⽒ 
●「731 細菌部隊」を作ったときは、
局内に公表したのは直前。 
（早く知らせると政治部記者にご
注進されつぶされる。） 
●企画が正式承認されたものは上
層部が守ってくれると信頼してい

た。 
●報道局は政治に過敏、番制（番組
制作）局は局⻑まかせ。今回事件は
国会担当が直接総局⻑を動かせる
という悪例をつくった。 
野中章弘 ⽒（司会）(アジアプレ
ス・インターナショナル代表） 
NHK とは何回も⼀緒に仕事をして
きたが NHK 番制局ディレクタ、プ
ロデューサの誠実さ、能⼒、緻密さ、
これはもう⼤変なものだ。 
そういう⼈たちの中でこの問題が
おきたことに深刻さがある。 
報復⼈事にたいし、抵抗の動きがな
かったことは重⼤。 
原 寿雄 ⽒ 
極東裁判では天皇免罪のため、GHQ
は苦労した。⽇本政府の⼀部には天
皇責任は⾃分たちで裁きたいとい
う動きがあり GHQ に申しこんだが
GHQ にけられた。 
⺠衆法廷は⽇本⼈がはじめて戦争
責任を裁こうとしたものだ。 
だから安倍グループが異常な⾏動
をおこした。右翼政治家の琴線にふ
れた。ジャーナリズムの強さは労組 

の強さと関係しているが今は個⼈
に期待するしかない。 
永⽥浩三 ⽒ 
裁判の中でほんとのことを⾔おう
と思ったのは⻑井さんの記者会⾒
の後だが、取材対象にはほんとのこ
と⾔ってくださいといいながら⾃
分はそうしていないと遅まきなが
ら考えた。 
CP と⾔う仕事は⾃分の⾔葉が何百
万の⼈びとに直接伝えられる特権
があり、この仕事を失いたくないと
⾔う思いとの葛藤があった。 
報復⼈事に対し私たちを守る動き
はなかったわけではない。（局内で） 
外の⼈と協⼒して番組を守ろうと
いう意識は希薄。 
「期待権」などという⾔葉は⾼裁の
中ではない。（法的保護の期待と信
頼云々はある） 特段の事情がある
場合と限定して使われたのにメデ
ィアが「期待権」とミスリードした。 
⻑井 暁 ⽒ 
報復⼈事が若い⼈に与える影響が
⼼配。↙ 

────────────────────────────────────────────────
⻄野瑠美⼦ ⽒ 
お⼆⼈を犠牲者、被害者、守れない
組織ジャーナリズムの限界とみる
⾒⽅に違和感。 
NHK 改⾰の扉を開いた⼈。 
教科書会社が"慰安婦削除したのは
社会のムード"といった。 
DJ(ドキュメンタリ JAPAN)が NHK
に渡したビデオが検証のスタート。 
原 寿雄 ⽒ 
NHK が検証番組を作れないなら
我々に渡せといえないか。あれは視
聴者の物ではないか。政権交代で初
めてこんな事を考えた。募集すれば
いろいろアイディアはあるのでは。 
 
質疑応答 
国際婦⼈年連絡会:⻄野さんと同じ
思い。お⼆⼈は犠牲者でなく「英雄」 
？： ⽶⼭リサさんのコメントは
150°くらいねじ曲げられていた。 
兵庫 Ni さん：神⼾に⻑井さんを迎
えお話を聞いた。 ⻑井さんの⽣き
⽅に感動し受信料拒否をやめたと
いう⼈もいた。 

茨城 N さん：NHK 問題を考える市
⺠運動の横の連帯をとる⽅法はあ
るか。 
川崎泰資⽒ 
権⼒の介⼊は常にある。最近の「緒
⽅元⻑官事件」への安倍⽒の介⼊な
どいい例。 
元職員⽒： 
１，野島局⻑→松尾局⻑に「呼ばれ
たんじゃなくてこっちから⾏った
ことにしよう」 
松尾局⻑ 「忘れたことにしよう」 
野島局⻑ 「中川⽒にあったのは
2/2」 
伊東局⻑「放送の後！よかった。バ
ンザーイこれでアタシ関係ない」 
吉岡部⻑「ものすごい⼝裏合わせ⼤
会を⾒物してきたぞ」 
２，落とされた兵⼠の証⾔の⼈は N
スペで出演した⼈。 
この兵⼠の証⾔に疑いをはさむとN
スペ⾃体が否定される。 
３，「失神したから落とした。」失神
してない東チモールの⼈も落とし
た⽭盾。 

４，2 夜分⽬は今は⾒られない。 
５，素材、台本は全部残っている。
検証にはじゅうぶん。多くの⼈がも
っている。 
 本⽥記者のテープがあればすば
らしいオーディオビジュアルの番
組ができる。 
６，あれ以降誰も慰安婦はやらない。 
今なら youtube もあるし出来るの
ではないか。 
出来ることは NHK 内部でも市⺠運
動もやった。残っているのは””ジャ
ーナリズム”だけ。 
永⽥浩三⽒：ETV を何とかしたい⼈
は NHK 内部でいい仕事をしている。 
⻑井 暁 ⽒：NHK 内部から検証の
動きが出てくることが理想。独⽴⾏
政委員会に期待 
⻄野瑠美⼦ ⽒  英雄という⾔葉は
常に戦争と結びついてきた。今回つ
かうのはどうか。 裁判資料、BPO
意⾒書を英訳し国連⼈権委員会に
来年 3 ⽉提出する予定。 裁判記録
を誰でも読めるよう準備中。 
原 寿雄 ⽒ 
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政治の介⼊を受けた被害者 NHK は
「被害を受けていない」という。 
国⺠が被害を受けているのにマス
コミがいわない。 
今⽇これだけの⼈が集まったこと
から再出発だ。 
─────────────── 
「放送を語る会」議事録から。 
http://www.geocities.jp/hoso_k
atarukai/20kataruhoukoku.html 
 
●今井潤⽒(放送を語る会代表) 
「公共放送ＮＨＫの幹部が政治に
屈服してゆく姿はあらためて⼤き
なインパクトを参加者に与えまし
た。裁判の原告バウネットと被告の
⼆⼈が同席したことも画期的なこ
とでした。この番組改変事件の検証
番組を作るようＮＨＫに求める声
も会場から、またゲストから提案さ
れました。⺠主主義を守る上でＮＨ
Ｋは変わらねばならないという熱
い雰囲気があふれた集会になりま
した。 

 このＮＨＫ番組改変事件は、ＮＨ
Ｋと政治、組織ジャーナリズムと個
⼈、放送と視聴者市⺠、「編集権」
など様々な問題を我々に問いかけ
ています。この問題を知る⼈もまだ
知らない⼈もともに今後も考えて
いきたいと思います。」 
「シンポジウムには、裁判の原告で
もあった⻄野瑠美⼦⽒（バウネット
ジャパン共同代表）も参加。「９７
年から始まった右派議員による慰
安婦攻撃が、教育界のみならずつい
にメディアにも及んだ、という衝撃
があった」と、当時を振り返った。
司会の野中章弘⽒（アジアプレス・
インターナショナル代表）は、「報
復⼈事がなされた際、ＮＨＫの内部
から問題にできなかったことは⼤
きな課題だ」と指摘。ＮＨＫの元職
員からは、「番組の素材はすべて残
っている。検証番組はすぐ作れる。
あとは、『朝⽇』を含めてジャーナ
リズムが横につながってこの問題
に取り組んでいけるかどうかだ」、

と訴えた。放送研究者の松⽥浩⽒は、
「いま視聴者運動は、現実を動かし
ていく確かな流れになってきた」と
分析。政権交代で放送⾏政をめぐる
情勢は流動的だが、それは運動によ
って変えていくことも出来るとい
うことだ、と展望を語った。 
 会場からは、永⽥、⻑井両⽒の証
⾔から勇気をもらった、との励まし
の声が相次いだ。ジャーナリストの
原寿雄⽒は、「我々が今⽇このよう
な集会をもって⼆⼈の話を直接聞
くことができた。ここから出発する
しかない、出発できる」と締めくく
った。集会を終えて永⽥⽒は、「こ
れだけ多くの皆さんの前に⽴ち、し
かも裁判の原告の⽅とも同席でき
たということが信じられない思い
だ。ＮＨＫの外に出てみると、とて
も健全な⾵が吹いていることを感
じることができた。これまで⽀えて
くれたＮＨＫの仲間、そして市⺠の
⽅々との関係を⼤切にしていきた
い」と感想を述べた。」        ■ 

───────────────────────────────────────────────── 
7/26  ⻑井暁さんを迎えて 

講演会「ＮＨＫと政治」神⼾で開催 
講演会は午後 1 時半から神⼾市元町「まちづくり会館」で開か

れました。当⽇は「ＮＨＫ問題を考える会（兵庫）」主催の「会員
限定の講演会」と⾔うことで、90 ⼈の参加でした。 

 
 
 
 
 

(NHK 問題京都連絡会ニュース
No.13 より転載) 
 兵庫の会の「案内チラシ」には次
のように講演会の趣旨が書かれて
います。「・・・放送界の第三者機
関ＢＰＯ（放送倫理・番組向上機構）
は『ＥＴＶ2001 シリーズ第 2 回・
問われる戦時性暴⼒』に関する意⾒
を発表しました。意⾒書は『放送の
⾃主・⾃⽴、政治と放送の距離の重
要性、放送倫理の確⽴』などについ
て提⾔しています。しかしＮＨK は
この意⾒書を受け⼊れず、反省があ
りません。どうすれば、ＮＨＫを政
治から⾃⽴した視聴者のための公
共放送に出来るのか、市⺠の運動が
求められます。」と。 
 司会は兵庫の会の友成さんで、開
会の挨拶は、貫名さんでした。 
⻑井さんは 1962 年東京⽣まれ 
83・84 年北京⼤学（歴史）留学。
87 年東京学芸⼤学卒業。同年ＮＨ

Ｋ⼊局。ディレクターとして「朝鮮
戦争」「周恩来の選択」「⽑沢東とそ
の時代」「街道を⾏く」「４⼤⽂明」
等の制作担当、2003 年チーフディ
レクター、06 年ＮＨＫ放送⽂化研
究所主任研究員、2008 年東京⼤学
⼤学院総合⽂化研究科客員准教授、
09 年退職。現在フリージャーナリ
スト、会社役員。         
 講演にたった⻑井さんはまず「ET
Ｖ問題で講演するのは今⽇が初め
てです。中国問題で講義や講演はし
ていますが、あの事件以降、政治が
らみの週刊誌、マスコミが、家族ま
で執拗にストーカー的に追われま
したので、配慮願います。」と話さ
れました。 
 ⻑井さんは「ＮＨＫと政治」の関
係ということで、現在の放送法でＮ
ＨＫの予算・決算が国会で審議決定
されるという仕組みが関係してい
ると⾔う話しをされました。1952

年まであった「独⽴⾏政法」が廃⽌
され今⽇の『放送法』が制定された
こと。それでもイギリスのＢＢＣ放
送と政権党との関係など難しい問
題もあること。今⽇、国会で予算・
決算が決められるのでその前に、政
権党＝⾃⺠党の部会で審議承認さ
れるようにＮＨＫ国会担当者が、対
応せねばならない状況にあること。
ＥＴＶ番組放映の 2001 年１⽉３０
⽇と⾔う時は２⽉ 7 ⽇・10 ⽇の⾃
⺠党の部会前に当たっていた。その
後３⽉には国会の委員会審議があ
る。そこで直接番組内容に関係しな
い国会担当者が関係してきたとい
うことになる。 
 ⻑井さんは、1 ⽉ 26 ⽇、27 ⽇、
29⽇そして30⽇当⽇に⾄る具体的
な番組改編に⾄る話をされました。
そして元の番組の内容がどのよう
に改編されて⾏ったか話されまし
た。 
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 またＮＨＫの仕組みとして「番組
編集局」と「報道局」に分かれてい
て「ニュース報道」は「報道局」の
「報道記者」の担当になっていて記
者は政権党の議員から情報を得る
為密着する。8 年前の「海⽼沢会⻑
時代」頃まではその傾向が強かった。
ＮＨＫの⽅も予算・決算その他の⽅
針が通るようにそれを利⽤してい
たと⾔われている。これが報道の政
権党寄りになる傾向として批判さ
れるかもしれない。現在は内部が随
分変わってきている。 
 ⻑井さんは最後に「いい番組は評
価し、激励してもらい、よくない傾
向は厳しく批判してもらって、今⽇
のＮＨＫに、きびしく、あたたかく、
⾒守って、いただきたい」と結ばれ
た。 
    ◇   ◇   ◇   ◇   ◇ 
 休憩の後、質問・感想・意⾒に移
りました。「内部告発時の組合＝⽇
放労の対応、ジャパンデビュー“台
湾”に対する右翼からの訴訟につい
て」「NHK ニュースの政府より報道
について」「従軍慰安婦戦犯法廷と
⻑井さんの告発の意義」「⾔論出版

の⾃由と報道のあり⽅」「⻑井さん
の告発の勇気に励まされた」「戦時
性暴⼒の証⾔カットは許せない」
「市⺠運動の影響・効果について」
等の⻑井さんの内部告発に励まさ
れたと⾔う感想と質問が寄せられ
ました。 
⻑井さんは「組合の⽇放労にはすぐ
に報告・取り組みを要請した。『調
査して対処する』と⾔われた。研究
所への⼈事異動時については管理
職であるので対象外になった。最近
の組合内部にも当局側の意⾒をも
つ⼈もあり、この問題の取り組みや、
ＢＰＯ提⾔に答えることが困難に
なっている。８年前と違ってＮＨＫ
問題に取り組む市⺠運動を無視で
きない。東アジアの問題、歴史認
識・真実を⼤切にすることは⼤切な
ことだ。政治とマスコミ関係、放送
の⾃主・⾃⽴の問題は⽇本のジャー
ナリズム全体にとっての課題。ＮＨ
Ｋの報道局の記者が関わった番組
の中にも鋭い問題提起をするすば
らしい番組も作り出している。 
最後に「内部告発の経過、⻑井さん
の考え・主張をぜひ出版して欲し

い」と⾔う要望に対して、⻑井さん
は「このことについては 私以外の
ジャーナリストが出版されるのが
いい、その中で私は 資料を提供し
協⼒したい。何よりＮＨＫが説明責
任を果たす検証番組を作ることを
期待したい」と発⾔をされました。 
講演の後、兵庫の会の⻄川事務局⻑
がこれまでの経過・活動報告を⾏い、
現在四百名余の会員があること、
「ＢＰＯの意⾒書に関する署名」の
呼びかけがありました。そして「番
組ジャパンデビューへの右翼勢⼒
の⼲渉に抗議し、ＮＨＫへの⾃主・
⾃⽴を⽀援する」『決議』を確認し
て、終了しました。 
    ◇   ◇   ◇   ◇   ◇ 
講演会の終了のあと「⻑井さんを囲
む懇親会」が開かれ「兵庫の会」「⼤
阪の会」「放送を語る会・⼤阪」「京
都連絡会」の代表・有志が懇談、懇
親しました。講演会には京都連絡会
から⻑⾕川事務局⻑を含めて６名
が参加しました。（⽂責・倉本頼⼀、
写真・兵庫の会提供）          ■ 
 
 

───────────────────────────────── 
BPO が「ETV2001」で「質の審議は本来の任務」と指摘 
毎⽇新聞が 2009/8/22 東京⼣刊で 
ＢＰＯがＮＨＫ番組改編問題でブ
ックレット ＜放送倫理・番組向上
機構（ＢＰＯ）は１０⽇、ＮＨＫの
番組改変問題をまとめたブックレ
ット「『ＥＴＶ２００１戦争をどう
裁くか第２回問われる戦時性暴⼒』
委員会意⾒とＮＨＫの⾒解」を発表。
「放送倫理とともに放送番組の質
について審議することは、委員会の
本来の任務」などと改めて指摘した。 
 今年４⽉、ＢＰＯは教育テレビの
番組改変に関し放送倫理上の問題
があったと認定し、「⾃主⾃律を危
うくした」「質の追求をないがしろ
にした」などとする「意⾒」を出し
た。これに対しＮＨＫは６⽉、「番
組の『質』は本来、放送倫理とは別
に考えるべき問題」などと反論して
いた。ブックレットは約１５００部
作製し、放送各局やマスコミなどに
提供した。＞ 
と報じていますがこのブックレッ

トについての説明がBPOのHPにの
っています。 
当該局の⾒解についての委員⻑の
コメント（「刊⾏にあたって」） 
http://www.bpo.gr.jp/kensyo/d
ecision/001-010/005_etv2001b
kl_pub.pdf 
当該局（NHK）の⾒解 
これによると 

「政治家への事前説明」につ
いては「放送総局⻑は（中略）

予算説明の際に同⾏して必要と思
われる範囲で説明をしたもので、問
題があったとは考えていません」と
の従来の⾒解から 
「決して、番組制作部⾨の担当者が、
放送前に個別の番組内容を国会議
員等に直接説明することを念頭 に
おいたものではありません」「委員
会意⾒で指摘された国会対応の窓
⼝と放送・制作現場との組織的な分
離については、すでに実現されてい
ます」とニュアンスが変ってきてい

ることから 
「いかなる経緯によるにせよ、国会
対 応の担当者が番組制作の現場に
⾜を踏み⼊れて番組内容について
指⽰をすることや、番組の放送後、
政治家からその内容について説明
を求められた場合であっても、番組
制作局⻑が対応することなどは、現
在は⼀切あり得なくなっていると
理解できる。委員会としては、ＮＨ
Ｋが⾃主・⾃律の堅持のための組織
的保障を実現したことを⾼く評価
したい。」としています。   
 

「質の審議」については 
NHK が＜「番組の質」につい

て「完成度にまで踏み込んで評価し
ていることにも疑問が残ります」
「番組の完成度が⾼いか低いかと 
いう『質』は、本来、放送倫理とは
別に考えるべき問題です」「『番組の
完成度』と放送倫理とを関連付けて
議論を進めることには慎重である

１ 

２ 
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べきだと考えます」＞ 
としていることに強く反論してい
ます。 
「委員会運営規則第４条に「委員会
は、放送倫理を⾼め、放送番組の質
を向上させるため、放送番組の取
材・制作のあり⽅や番組内容などに
関する問題について審議する」と規
定されている（略） 
放送倫理とともに放送番組の質に
ついて審議することは、委員会 の
本来の任務なのである。また番組の
質の追求が放送⼈の究極の倫理で
あり、その誇りの源泉でもあること
を疑う⼈はいないだろう。」 
＜「番組の質」とりわけ「番組の完
成度」への評価は、⾒る⼈の価値観
によって異なってこざるを得ない
⾯が＞あるため「番組の改編の内容
の当否を評価することは⼀切しな
いで、もっぱらその改編の過程が質
の向上を⽬指すものであったと⾔
えるのかどうかだけを問題にした
のである」としています。 
 

最後に NHK が＜委員会が「閉
じた態度」と指摘したことに

は、「承服しかねる」＞としている
ことには 
「少なくとも、このシリーズ全体を
ビデオオンデマンドのライブラリ
ーに掲載するなどして是⾮広く公
開していただきたい。そもそも問題
とされた番組を誰も⾒ることが出
来ないという状況は、「閉じた態度」
と評されても仕⽅がないのではな
かろうか。」としています。 
************************* 
BPO がこのような指摘を「ブックレ
ット」という形でだしたこと、BPO
の⽴場、環境について”マスコミ市
⺠ 8 ⽉号”が興味ある記事「特集★
番組改変問題と BPO の役割」を載
せています。 
http://kgcomshky.cocolog-nifty.
com/kawabata_kawasaki.pdf 
川端 BPO 委員⻑とのインタビュー
を企画した川崎泰資⽒は 
 「このたび川端委員⻑にお話を伺
いたいと思いましたのは、新聞各社

や放送局がまともに取り上げなか
ったからです。これだけ⽴派な仕事
をされているのに、なぜ委員⻑に取
材して経緯を明らかにしないので
しょうか。私どもは⼩さな雑誌です
が、このインタビューは歴史に残る
と思います。」としています。 
川端 BOP 放送倫理検証委員⻑ 
の発⾔ 
川端 私どもは、ＮＨＫがホームペ
ージに出している⽂書と、最⾼裁が
認めた範囲での事実認定だけで「意
⾒」を書こうと決めておりました。
(略)ＮＨＫが⾃ら認めた事実と裁判
所の事実認定に依拠するほかない
と考えたのです。 
 
川端 私たちも４つの番組を並べ
て⾒ましたので、２番⽬だけぜんぜ
んつくりが違うことがよく分かり
ました。そして、シリーズの意図、
仕上がり、出来栄えについて、「い
ま⽇本でこういう番組が作られ↙

────────────────────────────────────────────────
放送されていることは素晴らしい」
と、皆で確認しあいました。 
 
川端 ＮＨＫへの質問に対する回
答で、ＮＨＫは個別番組に関する政
府⾼官・与党政治家への事前説明の
可能性を否定なさらなかったので、
少なくともこの点については「意
⾒」を出さなければならないという
ことになったのです。ＮＨＫとはこ
のワンポイントでしか接触してい
なかったので、ＮＨＫの態度云々と
いう印象はもちませんでした。こん
な素晴らしい番組を作っているの
になぜ公開しないのか、という素朴
な印象です。 
 
川端 私どもは、限られた任務と権
限しか与えられていない委員会で
すから、その範囲内で何ができるか
ということを考えざるを得ないの
です。強制的な権⼒をもっているわ
けではありませんから、説得⼒で勝
負をするしかありません。限られた
権限で集められる材料に基づいて、

しかも限られた任務のなかで実現
できる範囲の発⾔をして、それが説
得⼒を持って相⼿に伝わるのが理
想です。「もっとできるではないか」
と⾔われる⽅もいますが、それをや
りだすと「あなたたちは何様のつも
りだ」という議論が必ず起こってき
ます。それは逆に私どもの説得⼒を
弱めるだけだと思いますので、今ま
でも与えられた任務の範囲を守っ
てきましたし、これからも守って⾏
きたいと思います。 
 
川端 放送の誤りは放送で正して
ほしいというのが、私どもの基本的
⽴場です。誤りが起こったら検証番
組をしっかり作って、なぜこうなっ
たのかを⾃分で徹底的に追求して
いただきたいのです。 
 
川端 検証委員会は、番組について
おかしなことがあれば具体的に指
摘して、その指摘の説得⼒があれば、
相⼿が納得して変わっていただけ
るのを期待するというポジション

です。現に、それしかできない機関
だと思います。 
 
川端 そもそも番組の質の向上を
⽬指して審議して意⾒を述べると
いうことは、委員会の権限としてＮ
ＨＫもお認めになっていますので、
それに違和感を⽰されると、「ＮＨ
Ｋと⺠放連で定めた運営委員会規
則４条に書かれている⽂⾔につい
てどう思われるのですか」と、⾔い
たくなるのです。 
 
川端 私どもとしては、できるだけ
多くの、特に若い⼈にこれ全部読ん
で考えてほしいと思っています。で
すから、要約版を作りませんでした。
きちんと読んでいただければ、必ず
考えるきっかけになりますし、仲間
で討論をする材料にもなります。そ
ういうものが下から積み上げられ
ていくことによって、はじめて放送
がよい⽅向になる契機が⽣まれる
のではないかと思います。     ■ 
 

 

３ 
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⽉刊『WILL』9 ⽉号の悪質な捏造による当会に対する中傷に抗議する! 
NHK を監視・激励する視聴者コミ
ュニティは⽉刊『WILL』にたいし”
貴誌 2009 年 9 ⽉号に掲載された記
事における悪質な捏造と当会に対
する中傷への抗議と訂正の申し⼊
れ”を送付しました。またこの⽂書
を、NHK 会⻑以下、理事と経営委
員会宛にも発送しました。 

記事は当会が「NHK スぺシャル
「JAPAN デビュ－」が攻撃されて
いる問題について NHK 会⻑に要望
書を提出した」ことについて⽉刊
『WILL』の記事は”NHK から頼まれ
て要望書を提出した”とか当会を”
NHK 応援団だ”などと何の事実の裏
付けも⽰さず（「それとなく」とか、
「・と聞いています」などと事実確
認をぼかしたり、伝聞の形式を選ぶ
などして）中傷しています。 
全⽂はこちら。 
http://kgcomshky.cocolog-nifty.
com/09813/Willkakuteimei.pdf 

(以下に要旨を述べますが、この
記事は⼤がかりに⾏われている組
織的な N スペ「JAPAN デビュー」

攻撃の⼀環とみなければなりませ
ん。) 

"NHK から頼まれて要望書を
提出した" 

 
要望書は当会の運営委員からの発
議に基づいて提出することを決め、
呼びかけ⼈・運営委員の間で案⽂を
協議の上、確定したものを「開かれ
た NHK をめざす全国連絡会」（当会
も参加）の代表とともに 7 ⽉ 7 ⽇に
NHK に出向いて⼿渡したものです。
当該要望書を発案・提出するにあた
り、当会のいずれの呼びかけ⼈・運
営委員も NHK から要請を受けたこ
とも NHK の役職員とこの件で事前
にやりとりをしたことも全くあり
ません。また、この件について当会
は貴誌から事前に事実確認の取材
を受けたこともありません。 
このようなやり⽅で貴誌が上記の
ような捏造記事を⼀⽅的に掲載し
たことは当会に対する悪質な中傷
であり、看過することはできません。 

“NHK 応援団” 
 

当会は 2007 年 2 ⽉ 8 ⽇に発⾜し
て以来、NHK の優れた番組には激
励を送る⼀⽅、ETV 番組改編事件等
に関しては、以下のとおり、政治権
⼒に阿ね、視聴者の知る権利に背を
向けた⾏為と⼀貫して批判し、BPO
の道理にかなった意⾒にも真摯に
向き合おうとしない NHK を厳しく
批判してきました。（略） 
このような経過を顧みれば、当会を
“NHK 応援団”などと呼ぶのがいか
に的はずれな中傷であるか明⽩で
す。 

現代史に関わる番組制作につ
いての当会の⼀貫した⾒解 

 
当会は、NHK がまとめた次期経営
計画（2008－2012）に関する意⾒
募集に応じて、2008 年 8 ⽉ 30 ⽇
付で5項⽬にわたって意⾒を提出し
ました。その中で、たとえば、NHK
が企画していた「坂の上の雲」のよ
うな番組「国のかたちづくり」↙

───────────────────────────────────────────────── 
と称して国家のありようを主権者
たる個⼈の上に置く⾵潮を助⻑す
るような番組――の制作・放送には
強い警告を表明しました。そのうえ
で、⻑編番組というと、戦国武将の
波乱の⽣涯や明治期の志⼠の群像
を描くドラマに偏重してきたのを
改め、現代と未来の⽇本と世界の進
路を視聴者が考えるのに資するよ
うな現代史をテーマにした番組―
―近現代の侵略戦争・植⺠地⽀配の
実態、沖縄戦の現実、東京裁判の実
態と評価、現憲法の制定史、敗戦後
の占領政策の実態など、多くの⽇本
⼈が知っているようで実はよく知
らない現代史を掘り下げる番組―
―の企画を要望しました。（略） 
この意味でも、「番組を応援するよ
うな要望書を出してもらえないか」
という NHK の「お願い」に促され
たもの、などいう貴誌の記載がいか
に笑⽌の作り話であるかは明らか
です。 

受信料⽀払い停⽌運動の終結
に関する記述について 

2007 年 2 ⽉ 8 ⽇を以て、当会の前
⾝組織、「NHK 受信料⽀払い停⽌運
動の会」は⽀払い停⽌運動を終結し、
会を解散して当会「NHK を監視・
激励する視聴者コミュニティ」に移
⾏しました。これは当時、⽵中総務
相の下で NHK に対する総務省から
の市場原理主義的な⼲渉が強まる
中で NHK を取り巻く構図が、視聴
者対 NHK という 2 極構造から、視
聴者対 NHK 対政府与党・⾏政権⼒
という3極構造に変貌してきたのに
対応し、権⼒側の圧⼒に弱い NHK
を批判・監視する⼀⽅で NHK の優
れた番組（現代史を直視するドキュ
メンタリ－番組や良質の教養・娯楽
番組など）には激励を送る運動が状
況に適っていると判断したことに
よるものです。(略) 

このような経過を確かめもせず、
醍醐聰がワーキング・プア ふれあ
いミーティングに参加して NHK に

「下にも置かぬ扱いでもてな」され、
懐柔された結果、「コロッと態度が
変わってしま」ったなどとまことし
やかに記述するのは当会の前⾝組
織を貶める低劣な事実の捏造であ
り、厳正な謝罪を求めます。 

 最後になりますが、当会は今
回、貴誌の記事に掲載されたよ

うな稚拙な中傷・撹乱にたじろぐこ
とはありません。これからも「NHK
を政治その他いかなる外部の⼲渉
からも⾃⽴した、視聴者主権の公共
放送に改⾰することを⽬指す視聴
者運動体」（当会会則Ⅱ）として粘
り強い運動を続けていきます。その
過程では、会の名称にふさわしく、
NHK の優れた番組には激励を送る
⼀⽅、政治に阿たり、多様な意⾒を
反映するという原則に背くような
番組、受信料を浪費するような職員
の不正等に対しては監視と毅然と
した批判を向ける是々⾮々の運動
を⾏うことにいささかも揺るぎは
ないことを申し添えます。     ■ 
 

1 
2 

3 

4 

5 
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 COLUMN         
NHK スペシャル「⽇本海軍 400
時間の証⾔」を視て考えたこと   
      醍醐聡（共同代表）     
 
  現代史のなかでは私たち市⺠が
知っているようで実はよく知らな
い、知らされていないことが少なく
ない。今年７⽉７⽇のＮＨＫスペシ
ャル「JAPAN デビュ－」第１回「ア
ジアの“⼀等国”」が取り上げた⽇本
による台湾統治はその⼀例である。
さらに基本的な疑問として、あの太
平洋戦争は具体的に誰のどのよう
な発意で、どのようなプロセスを経
て開戦に⾄ったのか、⽣きて帰れる
道がない「特攻」という作戦は誰が
発案し指揮したのか、東京裁判で死
刑が軍部関係者 6 ⼈に限られ、他に
極刑を以て戦争責任を問われた者
がいなかったのはなぜなのか？ 
 
「⽇本海軍 400 時間の証⾔」と題
して8 ⽉9 ⽇から3回シリーズで放
送された NHK スペシャルは今まで
謎に包まれていたこのような⽇本
現代史の根本的な疑問に挑んだ番

組だった。番組のタイトルにある
400 時間の証⾔とは海軍の基本作
戦の⽴案・指導にあたった⼤本営の
中枢ともいえる軍令部の元メンバ
ーら（「⽔交会」と呼ばれた海軍 OB
会）の証⾔録のことである。彼らは
昭和 55 年から 11 年間、秘密に集
まって開戦から戦犯裁判までの経
緯と戦争責任について延べ 131 回
の「反省会」を開いていた。番組は
そのやりとりを記録したテープを
基本資料として編成された。ここで
は3回シリーズを通して私の印象に
強く残った点を記しておきたい。 
 
「特攻は命令ではなく隊員の熱意
から始まった」          
 1 つは、「特攻」作戦が発案され、
実⾏に移された経緯である。「⾃分
が死ぬことでしか⽬的を遂げるこ
とができない」特攻作戦が始まった
のは昭和 19 年 10 ⽉だった。当時、
絶対防衛線と位置付けたアジア太
平洋地域でアメリカ軍による攻撃
を受け、⼤半の艦隊を失った⽇本海
軍の中では「体当たりでやるしかな
い」といった空気が強まっていた。

昭和 18 年 8 ⽉の軍令部業務⽇誌に
は軍令部第 2 部⻑が「戦闘機による
衝突撃」、「体当たり特攻機」を採⽤
すべきと進⾔したとの記述が残さ
れていた。さらに昭和 20 年 1 ⽉ 25
⽇に総理⼤⾂や陸海軍トップが参
加して開かれた最⾼戦争指導会議
では「1 億総特攻」の名の下に特攻
を主な戦⼒とすることが決定され
ていた。番組は海軍反省会の記録テ
ープにこうした資料も添えて史実
を固める作業を随所で施していた。 
  また番組では「⾃分の⾝体を兵器
に代える」⼈間⿂雷の訓練を受けた
元隊員にも取材し、「鉄の棺桶」に
⼊れられた時の恐怖、⻘年として⽣
きたいという本能に変わりはなか
ったという述懐を伝えた。しかし、
この「特攻」作戦を発案し指揮した
軍令部のメンバーは反省会でも「あ
れは命令ではなく現場の熱意から
始まった」、「命令ではなく、崇⾼な
憂国の精神の発露だった」といって
はばからなかった。 
↙ 

 ────────────────────────────── 
その他のメンバーが⾃⼰責任に代
えて異⼝同⾳に語ったのは、いかん
ともしがたい「組織の空気」になす
すべなく「やましき沈黙」に流され
たという釈明だった。 特攻の最初
の出撃基地フィリピンのマバラロ
ッ ト に 建 て ら れ た 碑 ⽂ に は
“volunteer”（⾃ら志願した）という
⽂字が刻まれている。また、この特
攻隊の最初の出撃の 12 ⽇前に戦果
を⿎舞する電報を起案した源⽥実
（戦後、航空幕僚⻑、国会議員を歴
任）は神⾵特攻隊の慰霊碑に「⻘年
が⾃らの意志に基づいて赴いた」と
記していることも番組は紹介した。 
 
「問題はどこで責任の遡上を⾷い
⽌めるかだ」           
 次に私の印象に強く残ったのは、
元海軍軍令部のメンバーが第⼆復
員省（⼆復）を拠点に東京裁判で旧
組織のトップ（嶋⽥繁太郎元海相ほ
か）を守るために周到な作戦を練っ
ていた事実を番組が⽣々しく伝え

たことである。裁判を担当した豊⽥
隈雄元⼤佐は東京裁判を「第 2 の戦
争」と呼び、「与えられた裁判業務、
これこそ私の戦場」と記している。
彼らは出廷前の証⼈を密かに呼び
出し、捕虜虐待は現場の判断による
ものと証⾔するよう命じた。たとえ
ば、東京裁判では潜⽔艦による⿂雷
が的中して海に浮かんだ連合軍隊
員に機関銃を連射した⽇本海軍の
⾏為に捕虜虐待の嫌疑がかけられ
たが、このような⾏為を命じたとさ
れる軍令部の指⽰⽂書は何者かが
偽造したものと⾔い張るよう命じ
た。しかし、実際はどうかというと、
「⼝頭命令ではそのような⾏為は
できない、やるなら⽂書による命令
がほしい」という現場の指揮官の意
向を受けて軍令部が⽂書で指⽰を
したものだった。 
 
 また、番組は⽇本が中国本⼟への
爆撃基地として⾹港の⻄、三灶島に
第 6 航空基地を建設した際（昭和

13〜14 年）に起こった現地住⺠迫
害・虐殺事件を時間を割いて取り上
げていた。⽇本軍は軍事機密を守る
ため、島⺠に島の外へ出ることを禁
じ、家族の⼈数と名簿の提出を命じ
た。その記録と実際の⼈数が違った
場合は逃亡の嫌疑がかけられ、厳し
く追及された。番組では 7 歳の時に
4 ⼈家族が⽇本軍に嫌疑をかけられ
たという現地住⺠が取材に応じ、⼭
中に逃れ⾝を潜めていたところ幼
い妹が泣き出した、⾃分たちが⽣き
延びるため、⼼を⻤にして妹の⾸を
絞めて殺したと嗚咽しながら語っ
た。取材の過程で防衛研究所で発⾒
された軍極秘の「三灶島特報」と題
する資料によると、⽇中戦争勃発時
に 12,000 ⼈だった島⺠の⼈⼝は戦
後は 1,800 ⼈になっていた。⼤部分
は逃⾛と考えられたが、資料には
「⼀部に対し掃討作戦」とも記され
ていた。 
 
 東京裁判でオランダのローリン
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グ裁判官は元海相・嶋⽥繁太郎も死
刑にすべきと主張したが、元軍令部
の周到な裁判対策が功を奏し、嶋⽥
は開戦の責任では有罪とされたが、
捕虜虐待等の通常の戦争責任に関
しては証拠不⼗分で無罪とされた。
そして、嶋⽥は昭和 30 年には釈放
された。反省会では「死刑になりさ
えしなければ終⾝刑でも講和条約
まで頑張れば⾃由の⾝になれると
考えていた」と証⾔したメンバーが
いたが、現実はまさにそのとおりに
なったのである。 
 しかし、その⼀⽅で、捕虜虐待の
罪で元海軍の BC級戦犯200⼈が死
刑となった。番組では元軍令部のメ
ンバーが作成したとみられる「弁護
の基本⽅針」が紹介された。そこに
は、「天皇に累を及ぼさず。中央部
に責任がないことを明らかにし、そ
の責任は⾼くても現地司令官程度
にとどめる。問題はどこで責任の遡
上を⾷い⽌めるかだ」という記述が
あった。虐待を命じた者が最終的に
は無罪放免され、命令に従った者が

死刑に処された――番組は侵略戦
争の歴史のこうした悲劇を鮮烈に
浮かび上がらせた。 
 
「天皇に責任が及ばないためには
あらゆる場⾯で責任者がいなけれ
ばならない」           
 最後に、私が注⽬したのは番組が
海軍の東京裁判対策に触れる中で
天皇に戦争責任の累が及ばないよ
う⽇⽶双⽅が⽔⾯下で突っ込んだ
対策を練っていた実態を明らかに
した点である。特に、マッカーサー
元帥の軍事秘書官フェラーズ准将
と接触した⽶内光政元海相の述懐
として、アメリカ占領軍側は、「天
皇が裁判に出されることは本国に
おけるマックの⽴場を不利にする」、
「占領を円滑に進める上で、天皇に
は何らの罪はないことを⽇本側か
ら明らかにしてほしい」、それには
「東條（英機）に全責任を負わせる
ことだ」とまで助⾔したという証⾔
は東京裁判を検討する史実として
注⽬に値する。 

 番組は「戦犯裁判 第 2 の戦争」
と題した 3 回⽬の放送の終盤で、海
軍の⽤紙に記された「天皇の戦争責
任に関する研究」という表題の⽂書
を紹介した。そこには次のような記
述があった。 
 「天皇に責任が及ばないためには、
あらゆる場⾯で責任者がいなけれ
ばならない。」 
 
 「軍隊は国⺠を守らない」という
⾔葉をしばしば⽿にする。しかし、
それでもなお、⽇本の保守政権は国
⺠のいのちと安全を守るためと称
して防衛⼒強化を掲げ、「テロと戦
う」アメリカへの軍事⾯での⽀援に
までのめりこもうとしてきた。では、
その軍事⼒が本当に守ろうとする
ものは何なのか、軍事⼒の⾏使を発
案した⼈間は常に安全地帯に⾝を
置いて実働部隊を指揮すること、彼
らは「戦後」の責任追及から⽣き延
びる知恵にはたけていることを、知
っておくことは無駄ではない。  ■ 

COLUMN            
「坂の上の雲」と司⾺遼太郎   
       ⾺場和夫     
   映画⼈九条の会運営委員   
 
 「たとえどんなに信頼できるプロ
デューサー、監督であっても、この
作品の映画化は絶対にお断りする。
それは映像化することによって、必
ず軍国主義を肯定する結果になる
からであり、それは私のこの作品の
意図に全く反するからである」 
 「坂の上の雲」の映画化の申し⼊
れに対して、誰にでも⼀貫して拒否
された司⾺⽒の⾔は、すべてこの⾔
葉に尽きていた。 
 私は 1971 年（昭和 46 年）、東宝
が他社に先駆けた「合理化」第 1 号
として、撮影所の映画製作部⾨を切
り離した⼦会社(株)東宝映画を設⽴
した時の専務に任じられ、企画の担
当者としてこの作品を是⾮にと考

え、企画部⻑でプロデューサーの
故・椎野英之君や俳優座⼦会社「仕
事」の社⻑の故・佐藤正之君ととも
に映画化の申し⼊れをした。当時、
司⾺作品の著作権関係を任されて
いた横浜の⼆橋進悟⽒を介してね
ばり強く頑張ったが、司⾺⽒の姿勢
は⼨毫も動かなかった。 
 同じ頃、後に⼤映を引き受けた徳
間康快⽒も⼭本薩夫監督で申し⼊
れていたし、⽯原プロダクションも
交渉していたが、お断りの理由は全
く同⼀であった。 
 映画、テレビを問わず、映像⽂化
というものが、原作を離れて独り歩
きする危険性を、司⾺⽒は明確に⾒
通していられたのだと思う。 
 先頃上映された映画「真夏のオリ
オン」は太平洋戦争末期の⽇本海軍
潜⽔艦と⽶艦の⼀騎討ちのドラマ
だが、どちらの艦⻑も正義漢で、「こ
んな⽴派な戦争もあったのか」と錯

覚を起こさせる極めて危険な作品
であった。同じ戦争でも、正しい戦
争と誤った戦争がある──という
ような意識を与える怖れに満ちて
いるこの作品を観て、私は改めて司
⾺⽒の確固とした姿勢に思いを強
めた。 
 司⾺⽒はこの作品の映像化拒否
を遺⾔にまで残されていたと聞く。
著作権の管理が財団に移されてい
て、ご遺族の意志に拘わらずに NHK
のドラマは実現するようであるが、
戦争ドラマの危険性をひしひしと
感じる。 どんな政権になっても、
国⺠投票法を経て憲法改悪の道は
近づいている。映画⼈である我々は、
映像⽂化のもたらす⼈⼼への影響
⼒の深さ、強さを充分に意識して闘
い 続 け な け れ ば な ら な い 。
（2009.09.09）             ■ 
 

 
 
 
 

 


